
平
成
三
十
一
年
政
令
第
百
四
十
八
号

シ
ナ
イ
半
島
国
際
平
和
協
力
隊
の
設
置
等
に
関
す

る
政
令

内
閣
は
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力

に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
五
条

第
八
項
、
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
国
際
平
和
協
力
隊
の
設
置
）

第
一
条
　
国
際
平
和
協
力
本
部
に
、
シ
ナ
イ
半
島
に
お
け

る
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業

務
及
び
事
務
を
行
う
組
織
と
し
て
、
令
和
六
年
十
一
月

三
十
日
ま
で
の
間
、
シ
ナ
イ
半
島
国
際
平
和
協
力
隊

（
以
下
「
協
力
隊
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

一
　
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
五

号
ネ
に
掲
げ
る
業
務
（
同
号
イ
、
ロ
及
び
ツ
に
掲
げ

る
業
務
の
実
施
に
必
要
な
調
整
に
係
る
も
の
の
う

ち
、
エ
ジ
プ
ト
及
び
イ
ス
ラ
エ
ル
の
政
府
そ
の
他
の

関
係
機
関
と
多
国
籍
部
隊
・
監
視
団
（
千
九
百
八
十

一
年
八
月
三
日
に
署
名
さ
れ
た
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ
ブ

共
和
国
と
イ
ス
ラ
エ
ル
国
と
の
間
の
平
和
条
約
の
議

定
書
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
多
国
籍
部
隊
・
監
視
団
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
間
の
連
絡
調
整
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
国
際
平
和
協
力
業
務
で
あ

っ
て
、
多
国
籍
部
隊
・
監
視
団
司
令
部
に
お
い
て
行

わ
れ
る
も
の

二
　
法
第
三
条
第
五
号
ネ
に
掲
げ
る
業
務
（
同
号
ツ
に

掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
必
要
な
企
画
及
び
調
整
に
係

る
も
の
（
前
号
に
規
定
す
る
連
絡
調
整
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
及
び
次
条
に
規
定
す
る
業
務

に
係
る
国
際
平
和
協
力
業
務
で
あ
っ
て
、
多
国
籍
部

隊
・
監
視
団
司
令
部
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の

三
　
法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

２
　
国
際
平
和
協
力
本
部
長
は
、
協
力
隊
の
隊
員
の
う
ち

一
人
を
隊
長
と
し
て
指
名
し
、
国
際
平
和
協
力
本
部
長

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
隊
務
を
掌
理
さ
せ
る
。

（
政
令
で
定
め
る
業
務
）

第
二
条
　
シ
ナ
イ
半
島
に
お
け
る
国
際
連
携
平
和
安
全
活

動
に
係
る
法
第
三
条
第
五
号
ナ
の
規
定
に
よ
り
同
号
ネ

に
掲
げ
る
業
務
に
類
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る

業
務
は
、
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
を
調
整
す
る
組
織

に
お
い
て
行
う
宿
泊
又
は
作
業
の
た
め
の
施
設
の
維
持

管
理
の
実
施
に
必
要
な
企
画
及
び
調
整
と
す
る
。

（
国
際
平
和
協
力
手
当
）

第
三
条
　
シ
ナ
イ
半
島
に
お
け
る
国
際
連
携
平
和
安
全
活

動
の
た
め
に
実
施
さ
れ
る
国
際
平
和
協
力
業
務
に
従
事

す
る
協
力
隊
の
隊
員
に
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

従
い
、
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
平
和
協

力
手
当
（
以
下
「
手
当
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
。

２
　
手
当
は
、
国
際
平
和
協
力
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日

に
つ
き
、
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

３
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
手
当
の
支
給
に
関
し

て
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
く
特
殊
勤
務
手

当
の
支
給
の
例
に
よ
る
。

（
多
国
籍
部
隊
・
監
視
団
か
ら
提
供
さ
れ
る
記
章
等
の

着
用
）

第
四
条
　
シ
ナ
イ
半
島
に
お
け
る
国
際
連
携
平
和
安
全
活

動
と
し
て
実
施
さ
れ
る
国
際
平
和
協
力
業
務
に
従
事
す

る
者
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
の
地
位
を

表
示
す
る
記
章
、
帽
子
、
ス
カ
ー
フ
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
物
で
あ
っ
て
多
国
籍
部
隊
・
監
視
団
か
ら
提
供

さ
れ
る
も
の
を
着
用
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
一
五
日
政
令
第
一

六
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
一
三
日
政
令
第
三

二
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
一
月
一
九
日
政
令
第
三

一
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
一
月
七
日
政
令
第
三
四

四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
五
月
一
七
日
政
令
第
一
八

二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
一
月
一
〇
日
政
令
第
三

二
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

一
エ
ジ
プ
ト
（
北
シ
ナ
イ
県
及
び
南
シ
ナ
イ
県
の
区

域
（
シ
ャ
ル
ム
・
エ
ル
・
シ
ェ
イ
ク
市
の
区
域
を

除
く
。
）
に
限
る
。
）
又
は
イ
ス
ラ
エ
ル
（
エ
シ
ュ

コ
ル
地
区
の
区
域
に
限
る
。
）
内
の
地
域
に
お
い

て
業
務
を
行
う
場
合
（
三
の
項
に
規
定
す
る
場
合

を
除
く
。
）

一万二千円

二
エ
ジ
プ
ト
（
一
の
項
に
規
定
す
る
地
域
及
び
シ
ャ

ル
ム
・
エ
ル
・
シ
ェ
イ
ク
市
の
区
域
を
除
く
。
）

又
は
イ
ス
ラ
エ
ル
（
同
項
に
規
定
す
る
地
域
を
除

く
。
）
内
の
地
域
に
お
い
て
業
務
を
行
う
場
合

（
四
の
項
（
二
）
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

八千円

三
一
の
項
に
規
定
す
る
地
域
に
お
い
て
、
派
遣
先
国

の
政
府
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
同
項
、
二
の
項
及

び
四
の
項
（
一
）
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
す
る

協
力
隊
の
隊
員
と
の
間
の
連
絡
調
整
に
係
る
業
務

（
同
項
（
二
）
及
び
五
の
項
に
お
い
て
「
連
絡
調

整
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合

五千円

四
（
一
）
　
エ
ジ
プ
ト
（
シ
ャ
ル
ム
・
エ
ル
・
シ
ェ
イ

ク
市
の
区
域
に
限
る
。
）
内
の
地
域
に
お
い
て
業

務
を
行
う
場
合
（
五
の
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除

く
。
）

（
二
）
　
二
の
項
に
規
定
す
る
地
域
に
お
い
て
連
絡

調
整
業
務
を
行
う
場
合

四千円

五
四
の
項
（
一
）
に
規
定
す
る
地
域
に
お
い
て
連
絡

調
整
業
務
を
行
う
場
合

三千円

1


